
  

 

 

 

本校では、「水ぼうそう（水痘）」による欠席者が複数出ています。「水ぼうそう」の感染力は非常に強

く、潜伏期間も１０日～２１日と長いため、予防が難しい感染症です。「水ぼうそう」に感染した場合は、

出席停止となり、登校許可証の提出が必要となります。なお、西落合小のホームページにて、欠席等の状

況が確認できますので、ご参考になさってください。 

ご家庭で以下の症状にご留意いただき、症状がある場合や普段と違う様子がある場合には、無理に登

校せず、病院を受診してください。また、学校にもご連絡をお願いします。 

 

●水ぼうそうの症状● ＊こまめにお子さんの様子を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年９月２２日 

多摩市立西落合小学校 

養護教諭 

登校前に登校許

可証が必要です。 

学校よりお渡し

します。 

登校許可証は多

摩市共通の用紙で

す。３枚つづりにな

っており、ホームペ

ージからは、ダウン

ロードできません。 

 

有効な予防法は、予防接種です。平成２６年１０月１日から、水痘ワクチンが定期接種になりました。

ワクチンを打っていても発症することもありますが、水疱の数も少なく症状が軽くなるといわれています。 


